
第１章　計画の概要第１章　計画の概要

　本市の総人口は、令和２年10月１日現在、193,676人となっており、年々減少傾向にあり
ます。年齢構造の内訳では、０～64歳までの年少人口と生産年齢人口が減少している一方で、
65歳以上の高齢人口が増加し続けており、高齢化率は31.5％と少子高齢化が進んでいる状況
です。
　さらに、いわゆる団塊の世代が75歳以上の後期高齢者となる令和７年には、総人口
184,663人、高齢者61,281人、高齢化率33.2％と予測しており、日常的に支援を必要とする
高齢者が今後ますます増加するとともに、介護給付費の増加も見込まれています。
　このような状況を踏まえ、国では介護保険制度をはじめ、高齢者を取り巻く制度や法律の改
正を断続的に行うとともに、高齢者が住み慣れた地域で安心して自分らしく暮らし続けられる
よう、住まい・医療・介護・介護予防・生活支援を一体的に提供する「地域包括ケアシステム」
の構築を掲げてきました。
　さらに、平成29年には、地域包括ケアシステムの深化、高齢者の自立支援と要介護状態の
重度化防止や地域共生社会の実現に向けた取組の推進が表明され、令和２年には、地域共生社
会の実現を図り、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応するため、包括的な支援体
制の構築や地域の特性に応じた認知症施策、介護サービス提供体制の整備等の推進が発表され
ています。
　本市においても、地域の実情に合わせ、資源を有効活用しながら、行政・市民・事業者・各
種関係団体等の様々な主体が一体となって介護予防や在宅医療と介護の連携、認知症対策等の
取組をより一層推進していくことが重要です。
　このようなことから、本市の高齢者を取り巻く様々な課題を踏まえつつ、団塊の世代が75
歳以上となる令和７年、さらにはいわゆる団塊ジュニアが65歳以上となる令和22年までの中
長期的な視点に立ち、地域共生社会の実現と今後の本市における保健・福祉・介護の施策をさ
らに推進するため、『第９次沼津市高齢者保健福祉計画』を策定するものです。

1 計画の趣旨（背景と目的）
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（ １）法的根拠と他計画との関係
　老人福祉法第20条の８第７項において、老人福祉計画は、介護保険法第117条第１項に規
定する介護保険事業計画と一体のものとして作成されなければならないとされています。
　また、介護保険法第117条において、介護保険事業計画は３年を１期とすることが定められ
ています。
　なお、本計画の策定にあたっては、第５次沼津市総合計画や沼津市地域福祉計画及び本市の
他の計画との整合を図りました。

2 計画の位置づけ
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（ ２）ＳＤＧｓとの関連
　ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）は、2015年９月の国連サミットで採択された、国連加盟
193か国が2016年から2030年までの15年間で達成するために掲げた目標です。
　わが国においても、ＳＤＧｓに掲げる17の目標達成に向けた取組を加速させるため、各地
方自治体に、各種計画や戦略、方針の策定や改訂にあたっては、ＳＤＧｓを最大限に反映させ
ることを推奨しています。
　本市でもこれを受け、第５次総合計画では、ＳＤＧｓの17の目標を基本計画、推進計画の
レベルで関連付けるとともに、各課所管の計画や事業においてＳＤＧｓの目標を常に意識した
取組を求めており、本計画においても、17の目標のうち、各基本施策と下記の８つの目標を
関連付け、取組を推進していきます。

〈本計画と関連する８つの目標〉

１ 貧困をなくそう
あらゆる場所あらゆる形態の貧困を
終わらせる。

１０ 人や国の不平等をなくそう
国内及び各国家間の不平等を是正す
る。

２ 飢餓をゼロに
飢餓を終わらせ、食安全保障及び栄
養の改善を実現し、持続可能な農業
を促進する。

１１ 住み続けられるまちづくりを
包摂的で安全かつ強靭（レジリエン
ト）で持続可能な都市及び人間居住
を実現する。

３ すべての人に健康と福祉を
あらゆる年齢のすべての人々の健康
的な生活を確保し、福祉を促進する。

１６ 平和と公正をすべての人に
持続可能な開発のための平和で包摂
的な社会を促進し、すべての人に司
法へのアクセスを提供し、あらゆる
レベルにおいて効果的で説明責任の
ある包摂的な制度を構築する。

８ 働きがいも経済成長も
包摂的かつ持続可能な経済成長及び
すべての人々の完全かつ生産的な予
防と働き甲斐のある人間らしい雇用
（ディーセント・ワーク）を促進する。

１７ パートナーシップで目標を達成しよう
持続可能な開発のための実施手段を
強化し、グローバル・パートナーシッ
プを活性化する。
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　計画期間は、令和３年度から令和５年度までの３年間です。
　本計画以降も、団塊の世代が75歳以上となる令和７年、さらには団塊ジュニア世代が65歳
以上となる令和22年を見据え、３年ごとに計画を策定していきます。
　本計画期間中は、目標値等について調査・分析を行い、最終年の令和５年度に本計画全体の
評価・検証を実施し、見直しを行います。

3 計画の期間

〈計画期間図〉
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（ １）全体の評価
　各事業の取組状況について、関係各課において自己評価を行ったところ、全78事業のうち、
41事業（52.6％）がＡ評価、35事業（44.9％）がＢ評価となりました。また、Ｃ評価の事
業は２事業（2.5％）となっています。
　全体として９割以上がＡまたはＢ評価となっており、高齢者の生きがいや健康づくり、介護
予防、地域包括ケアシステムの整備など、概ね計画どおりに実施できたと考えています。

Ａ：計画どおりにできた（目標を達成したもの）
Ｂ：概ね計画どおりにできた（目標は達成しなかったが、数値的な成果として伸びがあり、前進があったと認められるもの等）
Ｃ：計画どおりにできなかった又は実施していない
　　（事業内容は縮小されていないが、数値的な成果として減少・後退したもの、事業として実施できなかったもの、事業内

容や制度が縮小・廃止して後退したもの等）

4 第８次沼津市高齢者保健福祉計画の評価

施　　　策 事業数 A B C
1 健康づくりと生きがいづくり 13 ６ ７ ０
（1）スポーツ活動の推進 3 3 ０ ０
（2）疾病の早期発見・早期治療の促進 5 ０ 5 ０
（3）生きがい活動への支援 5 3 ２ ０

2 生活環境の整備 ２０ 9 1０ 1
（1）高齢者にやさしいまちづくりの推進 ２ ０ ２ ０
（2）住環境の整備及び確保 ７ 3 3 1
（3）生活環境の向上 ７ 5 ２ ０
（4）尊厳ある暮らしの確保 4 1 3 ０

3 介護予防の推進 4 1 3 ０
（1）介護予防・生活支援サービス事業 1 1 ０ ０
（2）一般介護予防事業 3 ０ 3 ０

4 地域における支え合いのしくみづくり 1０ 3 ７ ０
（1）地域包括支援センターの機能強化 4 ２ ２ ０
（2）生活支援体制の整備 ２ ０ ２ ０
（3）高齢者の見守り 4 1 3 ０

5 認知症施策の推進 5 3 ２ ０
（1）認知症への理解を深めるための普及・啓発 1 1 ０ ０
（2）地域における認知症ケアの向上 ２ 1 1 ０
（3）早期診断・早期対応のための体制整備 ２ 1 1 ０

6 在宅医療と介護の連携 8 5 3 ０
（1）資源の把握と課題の抽出 ２ ２ ０ ０
（2）在宅医療と介護の連携体制の推進 ６ 3 3 ０

7 介護サービスの充実と円滑な利用 18 14 3 1
（1）介護サービス利用者及び介護する家族への支援 ７ ６ ０ 1
（2）施設の整備目標 1 ０ 1 ０
（3）介護保険サービスの質の向上 4 ２ ２ ０
（4）介護給付の適正化の推進 ６ ６ ０ ０

計 ７8 41 35 ２
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（ ２）要支援・要介護認定者への効果
　第８次沼津市高齢者保健福祉計画において、令和２年10月１日現在の総人口を196,439人、
65歳以上の高齢者人口を60,322人、高齢化率30.7％と推計していましたが、令和２年10月
１日現在の実績は、総人口193,676人、高齢者人口61,040人、高齢化率31.5％となり、総人
口が推計を下回る一方、高齢者人口と高齢化率は推計を上回る結果となりました。
　このような中、要支援・要介護認定者の出現率は、令和２年には16.1％と推計していまし
たが、令和２年10月1日現在、15.4％と、推計を0.7ポイント下回る状況となった要因として、
介護予防・重度化防止事業に一定の効果があったものと考えます。

（ 3）基本施策ごとの評価と課題
① 健康づくりと生きがいづくり
　各種スポーツ教室の開催や高齢者学級の開設、老人クラブへの支援等を通じて高齢者の生き
がいづくりや社会参加の促進を行うほか、疾病の早期発見・治療のため、各種健診や予防接種
の推進に取り組みました。
　概ね計画どおりに実施できましたが、今後、さらなる健査の受診者数増加のための取組や高
齢者が地域において自主的に活動できるような支援が必要であると考えます。

② 生活環境の整備
　高齢者に対する賃貸住宅の確保や高齢者向け住宅設置者に対する支援等の取組を行い、８割
近くが「概ね計画どおりにできた」と評価しています。
　高齢者が安心して暮らせる住環境を支援するため、これらの制度について、今後もさらなる
周知が必要であると考えます。

③ 介護予防の推進
　筋力パワーアップ教室等の運動器の機能向上のための教室や、口腔機能の向上のための口腔・
栄養教育講座、認知症予防講演会など様々な介護予防事業に取り組みました。
　概ね計画どおりに実施できましたが、新規参加者の確保が課題となっている教室や講座が多
いことから、開催方法や開催場所の工夫が必要であると考えます。

④ 地域における支え合いのしくみづくり
　平成30年度に設置した基幹型地域包括支援センターを通じて、市内11箇所の地域包括支援
センター間の連携・強化を図ってきました。
　また、地域ケア会議を概ね計画どおりに開催し、多職種連携によるケアマネジメントの推進
や地域課題の把握、見守り体制の構築を進めていますが、包括間で活用方法等に差が見られる
ことから、研修会等による更なる機能強化が必要であると考えます。
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⑤ 認知症施策の推進
　「認知症初期集中支援チーム」を設置し、認知症の早期診断・早期対応を図ったほか、認知
症の理解を深め、認知症の人やその家族の応援者となる「認知症サポーター」を養成しました。
　サポーター数も増加していることから、今後は、本人・家族のニーズとサポーターを中心と
した支援を継ぐチームオレンジの輪を広げていく必要があると考えます。

⑥ 在宅医療と介護の連携
　基幹型地域包括支援センターを中心に、地域の医療・介護関係者の協力を得ながら、共通す
る課題をテーマに医師会や病院等との協働による研修等を開催することで、相互理解を深める
とともに、連携体制の構築に繋がりました。
　今後も、地域における医療・介護の関係機関が連携し、包括的かつ継続的な在宅医療・介護
を提供するため、多職種協働により在宅医療と介護を一体的に提供できる体制の構築を目指し
ます。

⑦ 介護サービスの充実と円滑な利用
　介護をする家族への支援として、家族介護用品の支給や見守り型配食サービス等の提供を行
うとともに、ケアプランや住宅改修等の点検など介護給付の適正化を図り、介護サービスの円
滑な利用に努めました。
　施設整備については、第８次計画期間中、目標どおりに整備したものと、複数回募集したも
のの応募がなく、整備できないものがありました。
　第９次計画において、改めてサービス量の見込みや事業所の意向調査等を行いながら、必要
な施設の整備を進めます。
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